
農林水産委員会会議記録 

 
                          農林水産委員長  森 誠一   
 
１ 日 時 

   令和８年３月３日（火） 午前１０時２１分から 
               午前１０時５８分まで 
 
２ 場 所 

   第３委員会室 
 
３ 出席した委員の氏名 

   森誠一、穴見憲昭、古手川正治、木田昇、守永信幸、戸高賢史 
 
４ 欠席した委員の氏名 

   木付親次 
 
５ 出席した委員外議員の氏名 

      な し 
 
６ 出席した執行部関係者の職・氏名 

農林水産部長 渕野勇 ほか関係者 
 
７ 会議に付した事件の件名 

   別紙次第のとおり 
 
８ 会議の概要及び結果 

（１）第５２号議案のうち本委員会関係部分、第５７号議案、第５８号議案及び第５９号議案

については、可決すべきものといずれも全会一致をもって決定した。 

（２）農林水産部関係組織改正の概要について、執行部から報告を受けた。 

 
９ その他必要な事項 

   な し 
 
１０ 担当書記 

   議事課委員会班    主査 神農和成 
   政策調査課調査広報班 主事 德丸花帆  



農林水産委員会次第 

 
日時：令和８年３月３日（火）本会議終了後 

場所：第３委員会室            

 

１ 開  会 

 

 

２ 農林水産部関係 
（１）付託案件の審査 
   第 ５２号議案 令和７年度大分県一般会計補正予算（第５号）（本委員会関係部分） 

第 ５７号議案 令和７年度大分県林業・木材産業改善資金特別会計補正予算（第１号） 
   第 ５８号議案 令和７年度大分県沿岸漁業改善資金特別会計補正予算（第１号） 

第 ５９号議案 令和７年度大分県県営林事業特別会計補正予算（第１号） 
（２）諸般の報告 
   ①農林水産部関係組織改正の概要について 
（３）その他 
 
 
３ 協議事項 

（１）その他 
 
 
４ 閉  会 
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別 紙 

会議の結果 

森委員長 ただいまから農林水産委員会を開き

ます。 
 なお、本日は木付委員が都合により欠席して

おります。 
まず審査に先立ち、執行部から発言をしたい

旨の申出があったので、これを許します。 
渕野農林水産部長 おはようございます。いつ

もお世話になっております。森委員長をはじめ

農林水産委員の皆様方におかれましては、平素

より私ども農林水産業の振興に対しまして御理

解、御支援をいただいておりまして、誠にあり

がとうございます。 

 本日は、今議会に補正予算を提出しておりま

すけど、その関係の御審議をいただくこととし

ております。例えば、園芸団地の規模拡大に向

けた公共事業の執行でありましたり、畜産の関

係では自給飼料の生産拡大対策事業など、国の

補正予算を活用した事業を計上しているところ

でございますので、御審議のほどどうぞよろし

くお願いいたします。 

 また、本県の農林水産業振興計画の着実な実

施にあたりまして、組織改正等も予定している

ところでございますので、その辺も説明させて

いただきます。詳細につきましては、この後、

担当課室長より御説明させていただきます。 

 いずれにしましても、今後、農林水産業の成

長産業化に向けて頑張っていきますので、引き

続きの御支援をよろしくお願いいたします。本

日はどうぞよろしくお願いいたします。 

森委員長 本日審査いただく案件は、今回付託

を受けた議案４件です。この際、案件全部を一

括議題とし、これより審査に入ります。 
 まず、第５２号議案令和７年度大分県一般会

計補正予算（第５号）のうち、本委員会関係部

分について執行部の説明を求めます。 

一丸農林水産企画課長 農林水産委員会資料の

２ページを御覧ください。 
第５２号議案令和７年度大分県一般会計補正

予算（第５号）のうち、農林水産部関係につい

て御説明します。 
まず、（１）予算を御覧ください。赤い太枠

に示すとおり、農林水産部の７年度２月補正予

算案の総額は、３０億６，５６８万２千円の減

となっています。 
今回の補正においては、その下の括弧書きに

ありますとおり、国の補正予算で措置された経

済対策関連として、８５億６８８万円を受け入

れておりますが、一方で、公共事業等の当初内

示減や対象となる災害が発生しなかったことに

よる現年分の災害復旧事業費の減などにより、

総額としては減となっています。 
次に、（２）うち公共事業費を御覧ください。

公共事業費は一番下の赤い太枠に示すとおり、 
２２億４１７万１千円の増額となっています。 
これは、さきほど述べた災害復旧事業費の減が

あったものの、国の第１次国土強靱化実施中期

計画対策やＴＰＰ等関連政策の事業について、

積極的な受入れを行ったことによるものです。 
続いて、資料３ページを御覧ください。 
（３）主な補正事業について御説明します。

まず、①災害への備えとして、１番災害に強い

県土づくり関連公共事業３９億６，９４４万５

千円です。これは、災害に強い強靱な県土づく

りを加速させるため、ため池の耐震化や農業水

利施設の長寿命化、治山ダムの建設等に集中的

に取り組むものです。 
次に、２番農業用水渇水対策事業１億１，８

３５万円です。これは、渇水の影響を受ける農

家の経営安定を図るため、土地改良区等が行う

揚水ポンプの導入等に要する経費に対し助成す

るものです。 
続いて、資料４ページを御覧ください。 
②安心・元気・未来創造ビジョン２０２４の

取組の前倒しとして、３番農林水産業成長産業

化関連公共事業２５億６，１５５万４千円です。

これは、農林水産業の高付加価値化や競争力向

上を図るため、園芸産地の規模拡大に向けた水

田の畑地化等を推進するとともに、再造林や間
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伐等の取組を支援するものです。 
次に、４番自給飼料生産拡大対策事業５，８

２０万３千円です。これは、輸入飼料価格の高

騰等の影響を受ける畜産農家の経営改善を図る

ため、自給飼料の生産拡大や牧草の高温耐性品

種への転換の取組等に要する経費に対し助成す

るものです。新たに、畜産農家自らが行う飼料

用米の生産・省力化に必要な機械導入や牧草の

高温耐性品種への転換の取組等への助成を実施

します。 
次に、５番林業成長産業化総合対策関連事業

９億６，９４３万３千円です。これは、人工林

の伐期到来による素材生産量の増加に対応した

林業・木材産業の持続的な発展を推進するため、

高性能林業機械の導入や木材加工流通施設整備、

早生樹の苗木増産等の取組を支援するものです。 
続いて、資料５ページを御覧ください。 
（４）繰越明許費補正について御説明します。

これは、国の補正予算に関する事業や地元交渉、

工法協議等に不測の日数を要したため、年度内

の完成が困難な事業について、次年度への繰越

しを行うにあたり、その限度額を設定させてい

ただくものです。 
ページ上段の表には、今回の補正で新たに追

加するものを記載しています。内訳としては、

第６款農林水産業費で４６億７，３８９万４千

円、第１１款災害復旧費で３４億６，２７０万

２千円、計８１億３，６５９万６千円となりま

す。 
また、その下の変更分は、事業の進捗状況や

国の補正予算の受入れに伴い、９月補正から１

２月補正までに設定した繰越限度額の変更を行

うもので、補正額は８６億４，５５９万２千円

となっています。 
森委員長 以上で、説明は終わりました。 

 これより質疑に入ります。委員の皆様から御

質疑、御意見等はありませんか。 

木田委員 補正予算の事業の関係ですが、まず

２番の農業用水渇水対策事業について、これ農

林水産部だけの話ではないんですけども、農村

集落は集落水道というか小規模水道で賄ってい

るところが多いんですね。生活用水も畑の水も

そうなんですが、昨年は大変な渇水で、あと１

週間雨が降らなかったら、集落の水が枯れてい

たというような状況が県内各地であったと思う

んですね。２年前もあったと思いますけども、

最近こういった渇水が結構続くなというのがあ

りますので、これは農村集落とか特有の課題で

もありますので、生活環境部の生活用水の関係

もありますが、その辺、一緒に是非考えていた

だきたいなというふうに思っております。この

事業は土地改良区等が行う揚水ポンプの導入等

に要する経費に対し助成するということですが、

農村集落はそういった小規模集落が多く、水道

を使っているところが多いですから、その辺タ

ンクに水を入れていただけると、あと１週間も

ったかなとか、そういった状況だと思いますの

で、その辺も是非念頭に入れていただきたいと

思います。 

 あと、林業関係の補正予算もかなり含まれて

おります。ウッドショックからかなり時間がた

ちますが、最近の１立方メートル当たりの単価

は堅調に推移しているのか、それと併せて大径

材の活用状況とかは上手くいっているのか、そ

の辺も教えていただきたいと思います。 

小林農地・農村整備課長 農村地域の上水道と

いう観点でいきますと、私どもが所管しており

ます総合整備系の事業の方では、営農飲雑用水

ということで、これまで竹田市など色々な地域

で上水道の整備がかなわないところに簡易水道

を整備してきたところであります。近年はそう

いった事業をやっている地区がございませんの

で、直接携われることが最近減ってきているん

ですけども、またそういったニーズがあれば、

市町を通して要望していただければ、そういっ

た補助事業制度もございますので、活用してい

ただければと考えております。 

神鳥林産振興室長 ウッドショック後の木材の

価格についてお答えいたします。 

 まず、原木価格の現状ですけれども、県内１

６ある原木市場のスギ丸太の平均価格について

は、平成７年時は１立方メートル当たりの単価

が１万２，５２７円となっておりまして、令和

６年時の１万２，４６２円よりも６５円上がっ
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ております。コロナ影響前の令和元年時の単価

１万９２３円と比較しても１，６０４円、約１

１５％という状況になっております。 

 あと、製材品価格の現状ですけども、これは

大分県木材協同組合連合会の小倉製品市場のス

ギの乾燥柱１０．５センチメートル×１０．

５センチメートルの長さ３メートルの１立方メ

ートル当たりの価格ですけれども、令和元年４

月には５万５千円だったものが、コロナの感染

拡大による需要減で、令和２年の夏頃には４万

８千円まで下がりました。令和３年９月から１

１月に、ウッドショックの影響によってピーク

を迎えて１２万５千円まで上がりまして、その

後は下落の基調となっておりまして、令和６年

１０月には５万８千円まで下がっております。 

 ただ、最近は円安の進行による外国産材のコ

スト上昇、割安感が出た国産材への需要が高ま

っておりまして、令和７年１２月には６，４０

０円まで回復しております。 

ですので、製材品につきましてもコロナ感染

拡大前よりは高い水準にあるという現状でござ

います。 

木田委員 農村集落の水道は、市町村に要望す

れば対応していただける枠組みがあるというこ

とでいいんですね。 

小林農地・農村整備課長 一定の要件はござい

ますけれども、そういった補助事業制度がござ

いますので、一度御相談いただければと思いま

す。 

木田委員 統計はとれていると思うんですが、

うちのじいさんの話では８０年間枯れたことね

えと言いよったんですけど、それが最近頻発し

て２年前は本当にほぼ枯れましたね。今回もぎ

りぎりだったんですけど、何とか最近の雨で復

活していますが、統計的にもかなり渇水がきつ

くなっているんじゃないかと思いますので、是

非その辺、市町村にも備えていただくようにお

願いいたします。 

 あと、木材の相場の関係、大体分かりました。

最近日本の住宅メーカーも海外に進出している

ようですけども、それは日本の木材を海外で展

開するという流れなんでしょうか。 

神鳥林産振興室長 先日、住友林業株式会社が

アメリカの大手住宅会社を買収しまして、新し

い住宅を展開しておりますけれども、まだそれ

はアメリカの材料を使っております。 

 ただ、将来的には日本のスギやヒノキを持っ

ていくことも考えているというふうに聞いてお

りますので、県内でも県南で新しい２×４（

ツーバイフォー）の工場等が立ち上がりました

ので、そういったところを見据えて、また取り

組んでいきたいと思っております。 

 さきほど、令和７年１２月の単価を６，４０

０円と言いましたけど、６万４千円の間違いで

す。失礼いたしました。 

守永委員 ５ページに関連するとは思うんです

けども、繰越明許に至ったもので、いわゆる施

工業者がいないといった不落札で繰越しに至っ

た案件はございますでしょうか。 

一丸農林水産企画課長 農業費の関係で言いま

すと、入札不調に終わったのが１件ございます。

そのほかのものについては、手元に資料がござ

いませんので、若干あるのかと思います。 

小林農地・農村整備課長 農業農村整備事業に

つきましては、今現在発注した工事に対する入

札不調の発生率は５％前後まで低減してきてお

ります。つまり、入札は結構順調に進んできて

おりまして、入札不調を原因とした繰越しとい

うところは大きな要因になっていないかと思っ

ております。 

森委員長 ほかにありませんか。 

  〔「なし」と言う者あり〕 

森委員長 ほかに御質疑等もないので、これよ

り採決に入ります。 

 本案のうち本委員会関係部分については、原

案のとおり可決すべきものと決することに御異

議ありませんか。 

 〔「異議なし」と言う者あり〕 

森委員長 御異議がないので、本案のうち本委

員会関係部分については、原案のとおり可決す

べきものと決定しました。 
 次に、特別会計補正予算に係る三つの議案を

まとめて審査します。第５７号議案から第５９

号議案までを一括して、執行部の説明を求めま
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す。 

金子団体指導・金融課長 資料６ページを御覧

ください。 
第５７号議案令和７年度大分県林業・木材産

業改善資金特別会計補正予算（第１号）につい

て御説明します。 
今回の補正では、赤枠で囲ってある７年度２

月補正予算案の一番下合計に記載しております

が、４億７２３万円を減額計上させていただき

ます。その主な要因は、貸付勘定の２木材産業

等高度化推進資金の貸付実績が見込みを下回っ

たことによるものです。 
次に、資料７ページを御覧ください。 
第５８号議案令和７年度大分県沿岸漁業改善

資金特別会計補正予算（第１号）について御説

明します。今回の補正では、赤枠の一番下合計

にありますとおり２億８，１７２万円を増額計

上させていただきます。その要因については、

一番右の主な増減理由に記載していますが、例

年の取扱いと同様、前年度の未使用額を繰越金

とし、貸付原資等として計上することによるも

のです。 
工藤森林整備室長 資料８ページを御覧くださ

い。 
第５９号議案令和７年度大分県県営林事業特

別会計補正予算（第１号）について御説明しま

す。今回の補正では、赤い太枠で囲ってある７

年度２月補正予算案にありますように、県営林

事業費９，５８０万７千円の減額を計上してい

ます。内訳としては、第１款第１項県営林事業

費では４，９９２万８千円の減額を計上してお

ります。 
また、第２項県民有林事業費については４，

５８７万９千円の減額を計上しております。 
これらは、本年度の事業執行において生じた

所要額の減によるものです。 
森委員長 以上で、説明は終わりました。 

 これより質疑に入ります。委員の皆様から御

質疑、御意見等はありませんか。 

  〔「なし」と言う者あり〕 

森委員長 別に御質疑等もないので、これより

採決に入ります。まず、第５７号議案令和７年

度大分県林業・木材産業改善資金特別会計補正

予算（第１号）について採決します。 
 本案は原案のとおり可決すべきものと決する

ことに、御異議ありませんか。 

 〔「異議なし」と言う者あり〕 

森委員長 御異議がないので、本案は原案のと

おり可決すべきものと決定しました。 

 次に、第５８号議案令和７年度大分県沿岸漁

業改善資金特別会計補正予算（第１号）につい

て採決します。 

 本案は原案のとおり可決すべきものと決する

ことに、御異議ありませんか。 

 〔「異議なし」と言う者あり〕 

森委員長 御異議がないので、本案は原案のと

おり可決すべきものと決定しました。 
 次に、第５９号議案令和７年度大分県県営林

事業特別会計補正予算（第１号）について採決

します。 

本案は原案のとおり可決すべきものと決する

ことに、御異議ありませんか。 

 〔「異議なし」と言う者あり〕 

森委員長 御異議がないので、本案は原案のと

おり可決すべきものと決定しました。 

以上で、付託案件の審査を終わります。 

 次に、執行部より報告をしたい旨の申出があ

ったのでこれを許します。それでは、①の報告

をお願いします。 
一丸農林水産企画課長 資料９ページを御覧く

ださい。 
令和８年度の農林水産部関係の組織改正の概

要について、御説明します。 
農業産出額増加に向けた取組の一つである水

田畑地化については、これまで課名に水田畑地

化を掲げ、積極的に推進してきました。 
他方、農業従事者の減少や担い手不在農地の

顕在化などへの対応が急務であることから、今

後は、水田畑地化はもとより、集積・集約化等

による農地の有効活用と、中山間地域等の特性

をいかした農業・農村の活性化による持続と成

長が可能な営農をより一層推進していく必要が

あります。 
このため、水田畑地化・集落営農課を農地活
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用・営農推進課へ改称し、同課の水田畑地化推

進監を廃止し、地域営農推進監を新設します。 
なお、本庁の組織改正に伴い、関連する振興

局の班も改称します。 
森委員長 以上で、説明は終わりました。 

 これより質疑に入ります。委員の皆様から御

質疑、御意見等はありませんか。 

守永委員 今御説明いただいた部分で、農地そ

のものを活用していくという発想は従前からあ

ったんですけども、それをしっかりと県民にも

訴えながらやっていくということになるんだろ

うと思いますが、私も元々水田担当の普及員で

したので、畑地化だけを進めることに非常に違

和感を感じておりましたので、そういった部分

で、稲作も含めて、水田、田畑を活用していく

という発想は助かると思います。 

 ただ、実際お米に関しては、昨年の高値によ

って注目された部分はあるんですけども、やは

り生産コストを上回る取引が保証されるような

形がどれだけ進んでいるのかなというのが気掛

かりなんですけども、その点に関しては何か情

報をお持ちでしょうか。 

一丸農林水産企画課長 水田畑地化という名称

につきましては、現場も回らせていただいたん

ですけれども、ちょっと違和感を感じている方

がいらっしゃったように思います。農業産出額

の増加に向けて、令和３年度から水田畑地化を

いの一番の目標に掲げてやってきたんですけれ

ども、今後、農村の担い手不足が避けられない

中、農地をいかに活用していくか。畑地化はも

ちろんですけれども、集積・集約化、農地の仕

分――残すところ、残さないところ、あと保全

をどうしていくかが重要なポイントということ

で、今回の組織改正に至りました。 
 米の価格につきましては、食料システム法に

おいて順次国が対象となる作物を決定しており

ます。今年の４月から施行されますが、その中

にはお米も入っておりまして、準備会のような

ものが何回か開かれているようでございますけ

れども、どのようにコスト指標を定めていくの

かというところまではまだ煮詰まっていないよ

うです。コスト指標がそのまま生産価格になっ

てしまうのではないか、あるいは取引価格にな

ってしまうのではないかという危惧もあるよう

ですので、そこは国の議論の行方を注視してま

いりたいと思っております。 

守永委員 職員がどういうふうに農業振興、林

業振興、水産業振興をやっていくかという部分

も含めて、活気の持てる組織体制をつくるとい

うことと併せて、農林水産業者がそれぞれ自信

を持って取り組める体制づくり、雰囲気づくり

を是非進めていただきたいと思いますので、よ

ろしくお願いします。 

木田委員 御説明は組織改正ということであり

ますけれども、組織も変えて人員も増強してい

くような方向があるのか。 

 あわせて、昨年ですかね。１０年後に農地の

担い手が半分ぐらいになっちゃうとかいうこと

で、そういったところはこの農地活用・営農推

進課が主管となってその辺を取り組むという考

えか、その辺をお願いいたします。 

一丸農林水産企画課長 定数の確保につきまし

ては、私の方からまだ申し上げられることはご

ざいませんので、御容赦願います。 
山口水田畑地化・集落営農課長 地域計画の策

定の中で、１０年後の担い手の数がという話に

ついてです。当課では、農地活用と地域計画を

進める中で、将来の担い手をどういうふうに位

置付けるかという部分を４月以降も担っていく

と考えております。したがいまして、ほかの課

の中核的経営体の育成でありましたり、中核的

経営体をサポートするサービス事業体、そうい

った施策等を併せながら、地域計画の見直し作

業というのを支援していく。その中で農地の優

先順位付けをして、優良農地として使えるもの

は優良農地として使う、条件不利農地について

は粗放的管理手法に入れながら、荒らさないと

いう手法を進めていきたいというふうに思って

おります。 
木田委員 具体的な人員増強が何人とかいうこ

とは求めておりませんけども、そういう気持ち

で取り組んでもらいたいと思っています。どこ

を残してどこをいかすのかという課題があると

思うんですが、やはり県内を回ってみても、こ
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こもかと思うところが結構あります。だから、

やっぱり人員もある程度増強を図りながら、食

料安全保障とか色々あるわけで、そういったこ

とで、是非こういった組織改正を機に力をまた

入れていただきたいと思いますので、よろしく

お願いします。 

渕野農林水産部長 御意見ありがとうございま

す。 

 今、木田委員からもありましたとおり、１０

年後は約４割の農地でもう担い手がいないかも

しれないという状況なので、今やっておかない

と今後間に合わないという我々も危機感を持っ

ていますし、現場の市町村、そして農業団体、

そういったところと同じ意識を持ってやろうと

いうことで、今回、成長産業課推進本部の中で

も農地の集積・集約化、地域計画をしっかりと

ブラッシュアップしてやっていこうというよう

な体制づくりを推進本部でもやっているところ

です。 

 ですので、県庁の人材もそうですし、市町村、

そして、これはそういった団体だけじゃなくて、

これからは地域が結構大事になってこようかと

思います。地域も本気になって盛り上げを図っ

ていくというところが大事になってまいります

ので、市町村も含めて真剣にやっていきたいと

思いますので、よろしくお願いいたします。 

森委員長 ほかにありませんか。 

  〔「なし」と言う者あり〕 

森委員長 ほかにないので、これをもって農林

水産部関係の審査を終わります。 

 そのほか、執行部より何かありませんか。 
〔「なし」と言う者あり〕 

森委員長 委員の皆様この際、ほかに何かあり

ませんか。 
〔「なし」と言う者あり〕 

森委員長 私から一言お礼を申し上げます。 
 先月の初めに、私ども農林水産委員会として

定例外の所管事務調査をさせていただきました。

衆議院選挙の忙しい時期でありましたので、委

員の参加者が４人ということでありましたが、

現場の方に丁寧に対応していただきまして、本

当にありがとうございました。 

 まず、大分県畜産公社で実際の牛のと畜の現

場を見させていただきました。初めて見る方が

ほとんどですから、衝撃的なところもあったか

もしれませんけども、現場で働く若い社員の方

々の姿を見て非常に感銘を受け、また、本当に

命を頂いているということを改めて意識するこ

とができたのかなと思っております。 
 次に、農林水産研究指導センターに伺いまし

て、現場で働いておられる研究員の方々の姿を

見せていただきました。最先端のバイオテクノ

ロジーや、甘太くんのウイルスフリー苗の採種

現場など、こういうことかということを委員の

皆さん改めて感じたんだろうと思います。試験

研究の現場を見るということは、その意味で非

常に大切なことであったなと思っておりますの

で、是非とも来年度の農林水産委員会の定例の

所管事務調査なり、また定例外なり、必ず委員

が研究の現場に足を運べるような工夫を議会事

務局にもお願いしますけれども、農林水産部と

してそういった現場を見せていただく機会を作

っていただきますと、有り難いなというふうに

思っております。 
 最後に、農業大学校についても行かせていた

だきました。次世代の農業を担う若い人たちが

一生懸命取り組んでいる姿、また、新たな全国

的にも珍しいチャレンジをしている若い方もい

らっしゃって、非常に私どもも心強いなと思い

ましたが、彼らが実践的に地域で農業をやって

いけるような、そういう仕組みづくり、さきほ

ども色々ございましたけども、しっかり担い手

を確保し、またその方たちが活躍できる環境づ

くりに取り組んでいただければというふうに思

いました。 
 試験研究等については、また次の常任委員会

でもお話させていただこうかなというふうに思

っております。本当にお世話になりました。あ

りがとうございました。 
ほかにありませんか。 

  〔「なし」と言う者あり〕 

森委員長 ほかにないので、これをもって農林

水産部関係の審査を終わります。 

執行部はお疲れ様でした。委員の皆様は、こ
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の後協議があるのでお残りください。 
 

  〔農林水産部退室〕 

 

森委員長 これより、内部協議を行います。 

 予定されている案件は終了しましたが、この

際何かありませんか。 
  〔「なし」と言う者あり〕 
森委員長 別にないので、これをもって委員会

を終わります。 

 お疲れ様でした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


